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気象警報発表時等における授業及び登下校について 

 

 陽春の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

 日頃は、当校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、各気象警報発表時等には下記の対応をいたしますので、ご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

１ 登校前に以下の警報・注意報が発表中の場合 

警報・注意報の種類 学 校 の 対 応 

気象警報発表時 

暴風警報、大雨警報 

洪水警報、大雪警報 

暴風雪警報 

自宅待機（公欠扱いとします） 

＊ただし、学校所在地である関市で発表されていなくても、

居住地及び通学経路で発表されている場合も自宅待機と

します。 

気象注意報発表時 

 

原則として平常授業 

＊通学に際して、危険性が考えられる場合は無理をせず、

自宅で待機してください。この場合も公欠扱いとします。 

＊気象警報発表が予測される場合にも、「すぐメール」にて連絡します。 

 

２ 気象警報解除時刻と授業開始時間の関係 

気 象 警 報 解 除 時 刻 学 校 の 対 応 

午前６時半までに解除 平常授業 

スクールバスは原則全線平常運行 

（被害状況や道路状況等を確認して判断し、変更

時は「すぐメール」にて連絡） 

午前６時半から午前１０時までに 

解除 

あらゆる気象警報解除後、２時間を経過して授業

開始（「すぐメール」配信等にて連絡） 

学校受入は、授業開始１時間前から開始 

原則、給食（簡易食）あり 

場合によっては、非常食で対応 

スクールバスは登下校とも全線運休 

午前１０時以降に解除 臨時休業（休校） 

＊ただし、学校所在地である関市のあらゆる気象警報が解除され、学校で授業が行われる状

況になっても、居住地及び通学経路においてあらゆる気象警報が解除されていない場合や

通学に際して危険性が考えられる場合は決して無理をされず、登校できないことを学校へ

ご連絡ください。児童生徒は公欠扱いとします。 

 

様 



３ 登校後に気象警報が発表された場合 ：すぐメールの配信及び担任からの電話による連絡 

一つでも気象警報が発表されている場合、原則としてスクールバスは運休にして、保護

者様の送迎による児童生徒や寄宿舎生も含めた全ての児童生徒を学校待機とします。ただ

し、それらの場合でも、保護者様等の迎えにより安全に下校できると校長が判断した時に

は、帰宅させる場合があります。 

その際は、保護者様又は親族様、事前に登録されている送迎の方（福祉サービス事業所

職員等）への引き渡しを行い、児童生徒だけでの下校は実施しません。なお、安否確認の

ため、福祉サービス事業所及び自宅に到着されましたら、その都度、必ず学校の担任（舎

生の場合は寄宿舎）までご連絡ください。 

 

４ その他  

 以下の点につきまして、保護者様のご理解とご協力をお願いいたします。 

（１）学校からの情報を受信する｢すぐメール｣への登録（任意登録ですがご協力ください。） 

（２）送迎に使う福祉サービス事業所との連絡（保護者様任意契約のためご協力ください。） 

（３）送迎に利用する経路の危険箇所の確認（状況によっては経路の変更をしてください。） 

※参考：「ぎふ山と川の危険箇所マップ（http://kikenmap.gifugis.jp/）」 
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